
下記の実務経験が新たに対象となりましたので、追記いたします

【追加】

根拠法 施設種類 職種名 職種コード

児童福祉法 母子生活支援施設 自立支援担当職員 社502

児童養護施設 自立支援担当職員 社503

児童心理治療施設（旧：情緒障害児短期治療施設） 自立支援担当職員 社504

児童自立支援施設 自立支援担当職員 社505

障害児相談支援事業 相談支援員 社506

個別対応職員 社507

自立支援担当職員 社508

里親制度等普及促進担当者 社509

里親等支援員 社510

里親研修等担当者 社511

家庭支援専門相談員 社512

自立支援担当職員 社513

養親等相談支援員 社514

若年被害女性等支援事業を行なっている事業所 相談援助業務又は自立支援を行なう職員 社515

養育支援訪問事業を行なっている事業所 訪問支援者 社516

児童厚生施設（児童遊園を除く） 職員のうち相談援助業務を行なっている者 社517

親子再統合支援事業を行なっている事業所 相談援助業務を行なっている職員 社518

支援コーディネーター 社519

生活相談支援員 社520

就労相談支援員 社521

支援コーディネーター 社522

母子支援員 社523

子育て世帯訪問支援事業を行なっている事業所 訪問支援員 社524

児童育成支援拠点事業を行なっている事業所 相談援助業務を行なっている職員 社525

児童の福祉及び妊産婦の福祉に関する相談に応ずる職員 社526

母子保健に関する各種の相談に応ずる職員 社527

統括支援員 社528

地域子育て相談機関 相談支援業務を行なっている職員 社529

特定相談支援事業所 相談支援員 社530

障害福祉サービス事業／就労移行支援を行なう施設（認

定就労移行支援を含む）
職業指導員（相談援助を行なう場合に限る） 社531

障害福祉サービス事業／就労継続支援を行なう施設（A

型、B型）
職業指導員（相談援助を行なう場合に限る） 社532

職業安定法 公共職業安定所
障害学生等雇用サポーター

（変更前：雇用トータルサポーター（大学等支援分））
社533

社会福祉法 市（特別区を含む）町村社会福祉協議会 専門員（日常生活自立支援事業を行なう職員） 社534

その他 地域居住支援事業を行なっている事業所 相談援助業務を行なっている職員 社535

【変更】

根拠法 施設種類 職種名 職種コード

精神保健及び精神障

害者福祉に関する法

律

精神保健福祉センター 心理判定士（変更前：心理判定員） 社209

職業安定法 公共職業安定所

精神・発達障害者雇用サポーター

（変更前：精神障害者雇用トータルサポーター【社276】と

発達障害者雇用トータルサポーター【社277】が統合

社276

相談支援員（変更前：相談指導員） 社317

心理支援員（変更前：判定員） 社318

女性相談支援員（変更前：婦人相談員） 社319

女性自立支援施設

（変更前：婦人保護施設）

入所者の自立支援を行なう職員

（変更前：入所者を指導する職員）
社320

社会福祉法 福祉事務所 女性相談支援員（変更前：婦人相談員） 社332

配偶者暴力防止法 配偶者暴力相談支援センター 女性相談支援員（変更前：婦人相談員） 社500
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困難な問題を抱える

女性への支援に関す

る法律

（変更前：売春防止

法）

障害者総合支援法

里親支援センター

児童自立生活援助事業を行なっている施設

女性相談支援センター

（変更前：婦人相談所）

1．児童分野

3．障害者分野

4．その他の分野

4．その他の分野

社会的養護自立支援拠点事業を行なっている事業所

妊産婦等生活援助事業を行なっている事業所

こども家庭センター

3．障害者分野

児童福祉法


